
 

 

川崎市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和 ７ 年１１月２８日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第９０号 



川崎市母子保健法施行細則の一部を改正する規則 

川崎市母子保健法施行細則（昭和６２年川崎市規則第３６号）の一部を次の

ように改正する。 

第１０号様式を次のように改める。 

  



第１０号様式 

  



 第１１号様式中 

「 

  

         」 

を 

「 

  

         」 

に、 

「 

  

                 」 

を 

「 

  

                 」 

に、 

「 

  

                           」 

を 

「 

  

                         」 

に改め、「注 保護者(申請者)氏名については、記名押印又は自筆による署名



のいずれかとしてください。」を削る。 

 第１２号様式中 

「 

  

        」 

を 

「 

  

        」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１２月２日から施行する。ただし、第１０号様式の

改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる

。 

 

 

 

 

 

 


